
設立趣旨書� 

1. 趣旨

握谷町立熊ノ木小学校は平成� 11年� 3丹� 31日をもって開校となった。旧熊ノ水小学校と周沼

地域を愛し斑解を示す人々が中心となり、伝統ある熊ノ木小学校の跡地を有効活用したいという

頼いから、� i日熊ノ木小学校の利用方法を熱心に検討した結果、体験学習施設で地域住民の生活体

系の階上を図れるものに使うことが決定された。

その話的を提現するために、すなわち旧熊ノホ小学校を体験学管施設として活用し、地域と

の交流の場、利用者の体験と心の安らぎの場、さらには社会教育推進の場とするために、特定非

営利活動法人� f塩谷吋!日熊ノ木小学校管理組合」を設立し、永続的なj審議会議どおこなうことになっ

た。地域に根ざした活動を通じて地域住民の生活iこ寅献するとともに、!日熊ノ木小学校を町内や

県内、世界の人々拡有効活用してもらい、幅広い人々から愛される施設にすることが地域住民の

願いであ号、それを実現するのが特定非営利活動法人� f塩谷町!日熊ノ木小学校管理組合Jの役割

である。� 

2. 申請にききるまでの経過

特定非営利活動法人「謹袋町18撲ノ木小学校管理組合」を申講するに歪る求で多くの方々の

関わりと協力があった。それらを以下に列記する。� 

1) 	 平成� 11年� 3月� 31日: 塩谷町古熊ノ木小学校開校

立)	 平成� 11年� 4丹~平成� 12年� 6月� fj白熱ノ;木小学校跡地利用検討委員会jが!日熊ノ木小

学校の跡地利用方法について検討を重ねた。� 

3) 	 平成四年 7R 5諮� r日熊ノ木小学校跡地利用検討委員会j が域谷町長ir こ蘇地利用に

関する答申書を提出した。� 

4) 	 平成� 12年� 11月� 18日 r1日熊ノ木小学校灘営委員会j が発粧し、� 18熊ノ木小学校の運

営方法、体験教室の具体的内容などについて検討を開始した。� 

5) 平成� 13年� 5尭� 2容器: 第� 7@lrr詞熊ノ木小学校運営礎員会jで管珊組織を法人化すると

とが議論された。

6) 平成� 13年� s月四日�  r楓谷町i呂美喜ノ木小学校管理組合役員選考委員会j を鰐鑑し、� 

NPO法人化の検討および管盟組合の役員換機の選定を行った。� 

7) 	 平成� 13年� 6R23日: 第� 8自� r司熊ノホ小学校運営委き員会j で特定非曽和活動法人� fr 議

主主町出熊ノ木小学校管理組合Jを設立することとし、!日熊ノ木小学校の管理業務および運

営活動業務に当たることが決定された。� 

8) 平成� 13年� 8月初日: 特定非営利活動法人� f楠谷町18熊ノ木小学校菅理組合Jの設立総

会を開催した。
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